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＜公印省略＞ 

「地域相談支援給付費の申請及び支給について」（地域相談支援マニュアル）

の改訂および別冊の作成について 

日頃から札幌市の障がい福祉行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

さて、「地域相談支援給付費の申請及び支給について」（地域相談支援マニュアル）を

下記のとおり改訂・作成しましたので送付いたします。 

記 

１ 送付書類 

  地域相談支援給付費の申請及び支給について（地域相談支援マニュアル） 

  地域相談支援マニュアル 別冊 

２ 改定内容 

(1) 国事務処理要領の表現に合わせ文言を整理。 

(2) 従来別々であった区役所用、相談支援事業者用を一冊に統合。 

(3) 基本報酬や加算要件について、解説も含めた別冊を作成。 

３ その他 

 今回送付したマニュアルについては、以下の札幌市公式ホームページに掲載する予

定ですので、事業者内でご活用ください。 

https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/sodanshien.html
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